
【総務省編日本標準産業分類（大分類）】 

Ａ 農業・林業                              Ｈ 運輸業、郵便業                      Ｏ 教育、学習支援業 

Ｂ 漁業                               Ｉ 卸売業、小売業                                Ｐ 医療・福祉 

Ｃ 鉱業、採石業、砂利採取業             Ｊ 金融業、保険業                                Ｑ 複合サービス業 

Ｄ 建設業                                     Ｋ 不動産業、物品賃貸業        Ｒ サービス業（他に分類されないもの） 

Ｅ 製造業                                     Ｌ 学術研究、専門・技術サービス業         Ｓ 公務（他に分類されるものを除く） 

Ｆ 電気・ガス・熱供給・水道業           Ｍ 宿泊業、飲食サービス業                      Ｔ 分類不能の産業 

Ｇ 情報通信業             Ｎ 生活関連サービス業、娯楽業                       

訓練様式第１号（第２面）（裏面） 

 人材開発支援助成金（特定分野認定実習併用職業訓練（企業連携型訓練・事業主団体等連携型訓練）） 

事業主計画届についての記入上、提出上の注意事項 

 

【記入上の注意】（「企業連携型訓練を実施する出向元事業主又は事業主団体等連携型訓練を実施する事業主」

欄及び「企業連携型訓練を実施する出向先事業主」欄） 

１ ６欄は、事業の区分について、次のＡからＴまでの産業分類から選択し、アルファベットで記入してくだ

さい。 

 

 

 

 

 

   

            

２ ７欄は、中小企業か大企業を確認するため、以下の項目について記入してください。 

・企業の資本金又は出資の総額 

・この届出を提出企業全体の常時雇用する労働者数。 

「常時雇用する労働者」とは、２か月を超えて使用される者（実態として２か月を超えて使用される者のほか、

それ以外の者であっても雇用期間の定めのない者及び２か月を超える雇用期間の定めのある者を含む。）であり、

かつ、週当たりの所定労働時間が、当該事業主に雇用される通常の労働者と概ね同等（現に当該事業主に雇用

される通常の労働者の週当たりの所定労働時間が 40 時間である場合は、概ね 40時間である者をいいます。た

だし、労働基準法（昭和 22 年法律第 49 号）の特例として所定労働時間がいまだに 40 時間を上回っている場

合は、「概ね同等」とは、概ね当該所定労働時間を指す。）である者をいいます。 

・「企業規模」において、下表「５欄の企業の主たる事業」の区分ごとに、７欄の「企業の資本の額又は出資の

総額」又は８欄の「企業全体の常時雇用する労働者数」のどちらか一方に該当する事業主は、「中小企業事業主」

となります。 

※資本等を有しない企業（例えば、社会福祉法人等）の場合は、「企業全体の常時雇用する労働者数」で判断さ

れます。 

３ ９欄「企業規模」において、下表「５欄の企業の主たる事業」の区分ごとに、７欄の「企業の資本の額又

は出資の総額」又は８欄の「企業全体の常時雇用する労働者数」のどちらか一方に該当する事業主は、「中小企

業事業主」となります。 

   

 

 

 

 

 

 

 

５欄の「具体的事業内容」 
７欄の「企業の資本の額又は

出資の総額」 

８欄の「企業全体の常時雇用する

労働者数」 

イ．小売業(飲食店を含む) 5,000万円以下   50人以下 

ロ．サービス業 5,000万円以下 100人以下 

ハ．卸売業      １億円以下 100人以下 

ニ．その他      ３億円以下 300人以下 



【記入上の注意】（「事業主団体等連携型訓練を実施する事業主団体等」欄） 

１ 各欄ともこの訓練実施計画の届出日における現況を記入してください。 

２ ６欄は、本訓練を実施するに際し公共機関からの補助の有無に「○」を付け、有に「○」を付した場合に

はその名称を記入してください。 

３ ７欄は、訓練等を実施するに際して、受講料の徴収の有無に○を付してください。受講料を徴収する場合

は、支給申請時において、支給対象経費から受講料を差し引くこととなります。 

 

【その他】 

１ １コースの実訓練時間数※1が一般訓練コースの場合は 20時間以上（ただし、育児休業中等に訓練を受け

た場合は 10 時間以上）、特定訓練コースの場合は 10 時間以上（ただし、グローバル人材育成訓練のうち、

海外の大学院、大学、教育訓練施設等で訓練等を実施する場合は 30時間以上）であることが必要です。 

     ※1 実訓練時間数…総訓練時間数※2 から、移動時間・助成対象とならないカリキュラム等の時間を除いた

時間数。 

 ※2 総訓練時間数…昼食等の食事を伴う休憩時間を除いた訓練時間数。なお、通信訓練を含む訓練が実施さ

れる場合は、通信教育の部分についても総訓練時間数に含まれるものとする。 

２ 同一労働者が受講できる受講回数は、１労働者につき訓練計画届（訓練様式第１号）の「年間職業能力開

発計画期間」内３回までです。 

３ 既に届出ている訓練コースについて変更（訓練カリキュラム（訓練内容を含む）、実訓練時間数、受講者数

（受講者名を含む）（受講者（予定）者数を減らす場合には不要）、OFF-JT に係る実施日時、実施場所、訓

練講師（事業内訓練及び熟練技能育成・承継訓練のみ））する場合（企業規模を変更する場合や年間職業能力

開発計画８欄の受講（予定）者数を減らす場合を除く。）は、当初計画（変更前の計画）していた訓練実施日

もしくは変更後の訓練実施日のいずれか早い方の日の前日までに人材開発支援助成金（特定訓練コース・一

般訓練コース）訓練実施計画変更届（訓練様式第２号）に新たな人材開発支援助成金（特定訓練コース・一

般訓練コース）年間職業能力開発計画（訓練様式第３号）を添えて提出してください。なお病気、けが、天

災等、やむを得ない理由により変更が生じた場合には、その理由を記した書面を添えて変更後の訓練実施日

後７日以内までに変更届を提出することを必要とする。また、人材開発支援助成金（特定訓練コース・一般

訓練コース）訓練実施計画変更届（訓練様式第２号）を提出せずに訓練等を実施した場合は助成の対象とな

りません。 

４ 訓練コースを新たに追加する場合は、訓練開始日から起算して１か月前までに（ただし、新たに雇い入れ

た被保険者のみを対象とした訓練等雇い入れ日から訓練開始日までが１ヶ月以内である訓練等については、

訓練開始日から起算して原則１ヶ月前までに）新たな年間職業能力開発計画を申請してください。 

５ 認定職業訓練のうち、都道府県から「認定訓練助成事業費補助金」を受けている認定職業訓練の受講料、

教科書代等及び大企業事業主の雇用する労働者が受講した認定職業訓練の受講料、教科書代等は、助成対象

となりません。 

   なお、広域団体認定訓練助成金を受けている認定職業訓練の受講料、教科書代等は助成対象となります。 

６ 都道府県の職業能力開発施設及び独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の職業能力開発施設が実

施している訓練等（高度職業訓練を除く）の受講料、教科書代等は助成対象となりません。  

７ 人材開発支援助成金（団体型訓練）訓練実施計画届（団体様式第１号）を労働局に提出している団体等が

実施する訓練等の受講料、教科書代等は、助成対象となりません。 

８ 官庁（国の役所）主催の研修の受講料、教科書代等は助成対象となりません。 


